
 

Ⅵ 市街地整備課関係 

 

 

 

 Ⅵ－１ 市街地整備の基本方針について ………………………………………１ 

 

 

 Ⅵ－２ 市街地整備に関する重点事項について ………………………………４ 

 

 

Ⅵ－３ 令和４年度市街地整備事業関係予算について………………………３６ 

 



 

Ⅵ－１ 基本方針 

 

（１）市街地整備の進め方 

  近年、自然災害が激甚化・頻発化しており、これに屈しない強靱なまちづくりが必要

です。防災・減災を主流化したまちづくりの推進のため、令和２年に立地適正化計画の

中に防災指針を定めることとする等の都市再生特別措置法等の一部改正が行われまし

た。また、流域治水の実効性を高めるための法的枠組みを整備するための、いわゆる流

域治水関連法案が令和３年４月に成立し、令和２年の法改正と相まって、安全・安心な

まちづくりをさらに前進させることとしております。 

  さらに、人口減少や少子高齢化が進む中、人口密度の維持や生活サービスの確保等が

図られるコンパクトなまちづくりに向けて、地域公共交通と連携し、居住や都市機能の

集積を目指す「立地適正化計画」により、まちなかへ住まいや都市機能を誘導する施策

を進めており、令和２年度の「都市構造再編集中支援事業」の創設等により、市町村の

取組を支援しているところです。この他にも、多様な人々が集い、交流する「居心地が

良く歩きたくなる」まちなかの創出に向けた法律・予算・税制等のパッケージによる支

援を行っています。 

  こうした背景を踏まえ、市街地整備においても防災・減災を主流化したまちづくりや

コンパクト＋ネットワーク等に関する取組を推進しているところですが、土地区画整理

事業、市街地再開発事業などの市街地整備に関する事業は、あくまでコンパクト＋ネッ

トワーク等に対応したまちの将来像を実現するためのハード整備の手法です。 

  市街地整備を進めるに当たっては、単に「空間」・「機能」を確保するのではなく、エ

リアの「価値」・「持続性」を高めることを目指し、公民連携でエリアのビジョン（将来

像）を共有し、多様な手法を組み合わせ、ハードとソフト一体の身の丈に合ったプロジ

ェクトを、出来ることから、早く、柔軟に、連鎖的に進めていくことが重要です。 

 

（２）令和４年度の重点的取り組み 

  令和４年度は、以下のような取り組みを積極的に進めていきます。 

 ・東日本大震災、熊本地震などの大規模災害による被災地の一日も早い復興に向けて、

被災自治体における土地区画整理事業や復興再生拠点の整備等の支援 

 ・防災・減災を主流化したコンパクトシティの推進に資する土地区画整理事業、市街地
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再開発事業、都市構造再編集中支援事業等の支援 

・コンパクト・プラス・ネットワークを実現するため、都市機能のまちなかへの立地支

援及び居住誘導の取り組みに対する支援 

 ・賑わい、憩いなど人が居心地良く過ごせるまちなかを実現する土地区画整理事業、市

街地再開発事業、都市構造再編集中支援事業等の支援 

・身近なエリアにおいて、既存ストックを最大限に利活用しエリアの価値を向上させる

取り組みに対する支援 

・都市の国際競争力の強化に資する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の支援 

・まちづくりのグリーン化を目指し、コンパクト・プラス・ネットワークの推進やウォ

ーカブルな空間の形成等と合わせ、エネルギーの面的利用や脱炭素に関する取り組み

を集中的・重点的に支援 

 ・スマートシティの加速化・高度化のため、モデルとなる先駆的取組の集中的支援とと

もに、都市再生整備計画事業等を活用した全国のまちづくりのスマート化、DXの支援 

・土地区画整理事業や市街地再開発事業等における無電柱化の推進 

 

（３）市街地整備の今後の課題 

  我が国の都市基盤や市街地は昭和期に整備されたものを中心に老朽化・陳腐化が進行

しており、また、人口減少・超高齢化、国際競争の激化、高まる災害リスクなど、市街

地整備が直面する課題への対応が求められています。 

国土交通省においては、市街地を取り巻く環境の変化に対応するため、今後の市街地

整備のあり方や市街地整備手法のあり方について検討し、今後の市街地整備施策の方向

性を示すことを目的として、令和元年９月に検討会を立ち上げ、８回にわたり議論を重

ね、令和２年３月にとりまとめを行いました。令和２年１２月には、とりまとめで示さ

れた「今後の市街地整備のあり方の転換の必要性」等について、参考となる事例集を発

出するとともに、「老朽化・陳腐化したビル群の再構築」について、市街地再開発事業の

目的との整合性・施行区域要件への適合性に関する通知を発出しています。 

令和３年３月には、ニューノーマルに対応した新たな都市政策のあり方を検討する

「デジタル化の急速な進展やニューノーマルに対応した都市政策のあり方検討会」の中

間とりまとめが行われ、都市アセットの利活用を通じた「人間中心・市民目線のまちづ

くりの深化」と「機動的なまちづくりの実現」を今後のまちづくりの方向性として提示
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しています。さらに、令和４年４月には、人口減少・少子高齢化の下で豊かな生活、多

様な暮らし方・働き方を支えるサステナブルな都市「人間中心のまちづくり」を実現す

るため、デジタル技術を活用したまちづくりの DX の中長期的な展開を検討する有識者

会議を設置いたしました。市街地整備においても、この方向性に対応すべく新たな対応

を検討していく予定です。 
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Ⅵ－２．市街地整備に関する重点事項について 

 

（１）地震や豪雨からの復旧・復興まちづくりの推進について 

 

① 東日本大震災からの復興 

 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災に対して、政府は、平成23年７月

に「東日本大震災からの復興の基本方針」を策定。復興期間を令和２年度まで

の10年間とし、早期の生活再建に向けて宅地造成や基盤整備が着実に進められ

てきたところ（令和３年度からは第２期復興・創生期間）。地震・津波被災地

域の住まいの復興を目的とした土地区画整理事業を実施している地区において

は、全体計画戸数の全ての宅地が造成完了（令和２年12月末時点）した。 

なお、土地区画整理事業等により造成された宅地等について、被災者の意向

の変化により活用されていない宅地等が生じており、まちの将来イメージの提

示や空き区画の情報提供、マッチングの取組等、地方公共団体による土地の有

効活用に関する取組について、復興庁と連携しながら引き続き必要な支援をし

ていく。 

 また、東日本大震災から10年を迎えた令和２年度、市街地復興事業の検証を

行うために、学識経験者や関係地方公共団体等からなる「東日本大震災による

津波被害からの市街地復興事業検証委員会」を設置し、南海トラフ地震等の大

規模災害に向けて、得られた教訓をとりまとめた。 

 

 

○当課所管事業の事業規模および状況 

注１） 住まいの復興工程表に基づく面整備事業を行う地区数を計上（岩手県、宮城県、福島県） 

注２） 工事発注（設計付き工事発注を含む）済みの地区数 

注３） 復興交付金が交付された地区数を計上（岩手県、宮城県、福島県） 

注４） 中心市街地活性化基本計画の認定を受け、復興交付金が交付された地区数を計上 

  

 現在の状況（令和４年２月末時点） 

土地区画整理事業 

・住居系 50地区注１） 
（都決・事業認可 50地区、工事着手注2）50地区、造成完了 50地区） 

・非住居系 15地区 
（都決・事業認可 15地区、工事着手注2）15地区、造成完了 13地区） 

津波復興拠点整備事業 ・24地区注3） 

（都決・事業認可 24地区、工事着手注2）24地区、造成完了 24地区） 

市街地再開発事業 ・２地区注3）  
（都決・事業認可 ２地区、建築工事着手 ２地区、工事完了 １地区） 

暮らし・にぎわい再生事業 ・２地区注4） 

（工事完了 ２地区） 
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  検証委員会は全５回開催し、毎回の資料等は国土交通省のウェブサイト※

に掲載している。事務局が整理した事業実績等のデータのみならず、被災自

治体の具体的な取組の紹介や、学識経験者のプレゼンテーションも掲載して

いるので、参照されたい。 

※https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000042.html 
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○福島再生加速化交付金の制度 

 

福島の原子力災害被災地域において、避難指示・解除区域における住民の

帰還を加速化するため、福島復興再生特別措置法を改正（平成27年５月７日

施行）し、福島再生加速化交付金（帰還環境整備）のメニューに福島復興再

生拠点整備事業及び都市再生区画整理事業を平成27年度に追加した。 

うち、福島復興再生拠点整備事業については、避難者の安定した生活確保を

早期に図るため、原子力災害被災市町村の再生・復興の拠点となる市街地（一

団地の復興再生拠点市街地形成施設）を用地買収方式で緊急に整備する事業で

あり、令和４年２月現在、福島県双葉町、大熊町、浪江町において５地区で事

業が実施されている（うち１地区は事業完了）。なお、平成29年５月19日に福

島復興再生特別措置法が改正され、帰還困難区域内においても、「特定復興再

生拠点区域」を定めた場合、一団地の復興再生拠点市街地形成施設の指定が可

能となっている。 
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② 平成28年熊本地震からの復興 

 

平成28年４月に発生した平成28年熊本地震では、多数の宅地被害が発生し、

特に甚大な被害が生じた益城町においては、土地区画整理事業による復興まち

づくりが進められている。平成30年３月の都市計画決定、同年10月の事業決定

を経て、令和元年11月より順次工事に着手しており、令和３年４月末までに約

７割（面積ベース）で仮換地指定が行われているところ。 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

熊本県益城町における主な復興まちづくり事業

益城中央被災市街地復興土地区画整理事業
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③ 令和2年7月豪雨からの復興 

 

令和２年７月豪雨により甚大な被害を受けた熊本県人吉市において、緊急か

つ健全な復興を図り、良好な市街地の形成と都市機能の更新のため、被災市街

地復興推進地域の都市計画決定・告示（令和3年7月）がされている。その後、

復興まちづくりの計画の具体化が進む青井地区について、先行して土地区画整

理事業区域の都市計画決定（令和4年3月）がされたところ。 

なお、予算制度として被災市街地復興推進地域における都市再生土地区画整

理事業において、公共施設充当用地の先行買収や公共施設整備に関連する連鎖

的な移転補償の拡充を行った。 

 

 

 

 

 

 

青井地区被災市街地復興土地区画整理事業の適用区域(案) 
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（２）ポストコロナにおける豊かで活力あるまちづくり 

コンパクト・プラス・ネットワークによるまちづくりを更に推進しつつ、官民連携による

まちなかにおける「居心地が良く歩きたくなる」空間（ウォーカブル空間）の形成や、身近

な地域における既存ストックの活用によるエリア価値の向上など、コンパクトでゆとりとに

ぎわいのあるまちづくりに取り組む。 

 

 

① コンパクト・プラス・ネットワークの更なる推進 

  生活利便性の維持・向上や地域経済の活性化を推進するため、地域公共交通と連携

し、居住や都市機能の集積を目指す「立地適正化計画」の作成を支援。 

更に、広域的な誘導施設の立地方針等の複数市町村による広域連携や、防災指針の作

成を重点的に支援。（コンパクトシティ形成支援事業 ※都市計画課所管） 
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   それらの「立地適正化計画」の取組を促進するため、以下について支援を強化する。 

   （都市構造再編集中支援事業） 

 

 

② 官民連携によるエリア価値の向上 

  身近なエリア（＝ネイバーフッド）において、地域の関係者の官民連携により、地域

の資源として存在する既存ストックを最大限に利活用し、エリアの価値の向上に資する

取組を支援する「エリア価値向上整備事業」を新たに支援対象とする。 
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（３）まちづくりのグリーン化の推進 

 

 令和２年１０月、菅内閣総理大臣（当時）が、２０５０年までに温室効果ガスの

排出を全体としてゼロにする、すなわち２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素

社会の実現を目指すことを宣言し、令和３年４月には２０５０年カーボンニュート

ラルと整合的で野心的な目標として、２０３０年度に温室効果ガスを２０１３年度

から４６％削減することを目指すこととなった。 

 こうした流れを踏まえ、国土交通グリーンチャレンジの中でも、脱炭素に向けた

まちづくりにおける取組が示されている。 

 このため、都市のコンパクト・プラス・ネットワークの推進や、ゆとりとにぎわ

いのあるウォーカブルな空間の形成とあわせて、エネルギーの面的利用による効率

化等、まちづくりのグリーン化に資する取組を推進する。 

 また、脱炭素先行地域で実施されるまちづくりを重点的に支援する。 
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（４）デジタル技術・データを活用したまちづくり 

 

デジタル田園都市国家構想の実現等に向けて、新技術や官民データを活用し、地域

が抱える課題の解決や新たな価値の創出を図る「スマートシティ」の社会実装を加速

するため、モデルプロジェクトの支援や、センサー等のデジタル技術の都市空間への

実装の支援などにより、まちづくりの DX を推進する。 

 

○スマートシティの実装化の推進 

令和 3 年 6 月 18 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2021（骨

太の方針）において、「政令指定都市及び中核市等を中心にスマートシティを強力

に推進し、住民満足度の向上、グリーン化など多様で持続可能なスマートシティを

2025 年度までに 100 地域構築する。このため、政府内の推進体制を強化し、ハード

・ソフト両面での一体的な支援によりスマートシティの形成を進める」と掲げられ

るなど、国を挙げてスマートシティに取り組む方向性が打ち出されている。 

 令和元年 8 月には、スマートシティの取組を官民連携で加速するため、内閣府、

総務省、経済産業省、国土交通省で「スマートシティ官民連携プラットフォーム」

を設立しており、当組織を軸に官民の知恵やノウハウも結集し全国のスマートシテ

ィの取組を加速している。 

国土交通省都市局においては、令和元年度からスマートシティモデルプロジェク

トの公募を行っており、令和 3 年度までに『先行モデルプロジェクト』として 27 地

区を選定し、実証事業の実施を支援している。 
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○IoT 等のセンシング技術等への支援 
（都市構造再編集中支援事業・都市再生整備計画事業・国際競争拠点都市整備事業など） 

スマートシティにおける要素の１つとして、IoT 等のセンシング技術等を都市イ

ンフラに内装化するため、公共公益施設等と情報化基盤施設の一体的整備等を支援

している。また、令和４年度より都市構造再編集中支援事業・都市再生整備計画事

業の基幹事業としてエリア価値向上整備事業を創設し、官民連携により既存ストッ

クを活用し、公共公益施設の利便性向上、及び都市再生整備計画内の地域の価値向

上に資する事業を支援している。 
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○自動運転技術の活用についての検討 

 

高度経済成長期に計画的に開発された大規模なニュータウンは、高齢化の急速・

一斉な進展や地区内の高低差等から、住民の移動が大きな課題となっている。 

このような背景から「都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会 

ニュータウン分科会」では、移動課題の解決に向けて自動運転技術の活用等に関す

る検討を行っており、令和２年度に中間とりまとめとして「ニュータウン等におけ

る端末交通サービス導入及び自動運転技術活用に向けたポイント集」を作成した。 

 

 

 

端末交通サービス導入に向けた検討のポイント（抜粋）

概要版 ニュータウン等における端末交通サービス導入及び自動運転技術活用に向けたポイント集

○ニュータウン（以下、NT）は、中心市街地から離れた丘陵地に立地していることが多く、路線バスの本数削減や地区内
の高低差等の要因から、特に高齢者や子育て世代等の移動手段の確保が課題となっている。

○課題の解決に向けて端末交通サービス（自宅から最寄りのバス停等までの新たな移動サービス）の導入や自動運転技
術の活用に向けた実証実験が全国で行われているところ。

⇒NTの再生に取組む自治体や民間事業者等の幅広い主体に対し、課題の解決に向けた検討のポイントを紹介。

「ニュータウン等における端末交通サービス導入及び自動運転技術活用に向けたポイント集」の策定・公表（R3.3）
都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会 ニュータウン分科会

ポイント集作成の背景

自動運転技術の活用に向けた検討のポイント（抜粋）

■持続可能な運営体制の構築
・地域の担い手が主体的に参加できる仕
組みづくりが効果的
・事業採算性の向上に向け、運賃以外の
収入や、地域の組織との連携が重要

■インフラの整備・利活用
・柔軟なルート設定、乗継ぎしやすい乗降場整備のために民有地や
既存のバス停等のインフラストックの活用を検討することが有効

■運行サービスの内容
・住民の移動ニーズを踏まえたルートの設定や、既存の公共交通との
連携を検討することが有効
・車両の選定や運行方法等の設定については、地域特性を踏まえた
検討を行うことが必要

■自動運転技術に対応した車両
・ハンドル等が搭載されていない自動運転技
術に対応した専用車両も開発されている
・ルートや転回スペースの制約が緩和される可
能性も考えられる

■交通安全性の確保
・一般車両等の混在しない専用空間の確保や路面標示による安全
確保方策のほか地域組織による駐車禁止等のルール作りも重要

■社会受容性の向上
・社会受容性向上のために実証実験等を通じた取組みが有効
・住民が主体的に活動に参加することで、当事者意識の醸成、社
会受容性の向上や端末交通サービスを支える地域づくりにつながる

更なる検討が必要な項目（抜粋）
■歩行者空間の活用
・法制度上の課題や安全性確保に留意しつつ、歩行
者空間の活用に向けた検討が必要

■その他の施策との連携
・空きスペース等の既存ストック活用の検討も必要
・無人配送ロボットの導入等の物流施策との連携
による課題解決の検討も効果的
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（５）市街地整備２．０について  

 

１）今後の市街地整備のあり方に関する検討会 

近年、我が国では、人口減少・少子高齢化が進行する中、地域活力の減退が懸念されると

ともに、経済・産業活動の縮小等に伴う税収減により、地方公共団体等における財政的制約

の高まりが顕著となっているほか、グローバル化による国際競争の激化、情報化・技術革新、

災害の頻発化・激甚化等、社会・経済情勢の大きな変化に直面している。また、豊かさに関

する意識の変化、働き手・働き方の多様化、社会貢献意識の高まり、生活の質（Quality of 

Life）が重要視されるようになる等、我々日本人の価値観・ライフスタイルも多様化してい

る。 

このような社会・経済情勢の変化や、価値観・ライフスタイルの多様化に対して、これま

で国土交通省では、コンパクト・プラス・ネットワークや都市再生に関する取組等の推進が

図られてきた。 

令和元年６月には、「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」において、国

の都市政策の基本的方向のアウトラインとして、『「居心地が良く歩きたくなるまちなか」か

らはじまる都市の再生』が提言されたほか、令和元年７月には、「都市計画基本問題小委員

会」において、立地適正化計画制度の制度創設５年を迎え、コンパクトシティ政策を次のス

テージに進めるため、コンパクトシティの更なる推進とともに、防災対策との連携の必要性

が示されたところである。 

本検討会は、これまで進められてきたコンパクト・プラス・ネットワークや都市再生に関

する取組や、懇談会等における提言等を踏まえ、特に、市街地を取り巻く環境の大きな変化

に対応するため、今後の市街地整備のあり方や、市街地整備手法のあり方について検討し、

今後の市街地整備施策の方向性を示すことを目的として、令和元年９月に立ち上げ、８回に

わたり議論を重ね、令和２年３月にとりまとめを行ったものである。 

 

『「空間」・「機能」確保のための開発』から、『「価値」・「持続性」を高める複合的更新』へ 

 

市街地を取り巻く環境は変化しているとともに、市街地整備に係る考え方も大きく転換が

求められている。 

そのため、地方公共団体におかれては、エリアの価値・持続性を高める上で、公民多様な

主体が連携することが必須であると認識を新たにするとともに、各都市・地域において市街

地整備を進めるに当たっても、その際に求められる考え方に大きなパラダイムシフトが起こ

っていることを強く意識し、市街地整備に取り組むことが望まれる。 
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２）「市街地整備2.0 新しいまちづくりの取り組み方」に資する事例集 

「今後の市街地整備のあり方に関する検討会」のとりまとめ（令和２年３月）において、

新たな市街地整備のあり方は、『行政が中心となって公共空間確保・宅地の整形化・建物の不

燃共同化を大規模に志向した開発』から、『「公民連携」で「ビジョンを共有」し、「多様な手

法・取組」を組み合わせて、「エリアの価値と持続可能性を高める更新」』（市街地整備 2.0）

へと大きく転換を図る必要があること等の提言を受け、その考え方を広めるために「市街地

整備2.0 新しいまちづくりの取り組み方事例集」を作成し、令和２年１２月に公表した。 

 

【本事例集の特徴】 

本事例集は、上記報告で示された市街地整備にかかる考え方の転換について、市街地整備

に関わる多くの方々に広く知っていただき、まちづくりの多様な場面でご活用いただくこと

を念頭に、参考となる事例を、下記の通りまとめたもの。 

 

〇市街地整備の進め方の転換 

 行政関係者、地域住民、民間事業者など、幅広い関係者向けに、今後の市街地整備で取り

組むべき新たな方向性についての基本的な考え方や留意事項などのポイントを示すととも

に、この考え方に近い事例として７つのまちづくりの事例を取上げている。 

 

〇市街地整備手法のあり方 

 行政や民間事業者等専門家向けに、今後求められるであろう市街地整備手法の考え方に

加え、市街地再開発事業や土地区画整理事業などの事例、エリアマネジメントなどにおける

工夫事例を紹介している。 

 

 市街地整備2.0 新しいまちづくりの取り組み方事例集 

https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000071.html 
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（６）無電柱化の推進 

 

１）無電柱化をめぐる最近の動向について 

  無電柱化を取り巻く環境は、今般大きく変わってきており、下記の法令

等を踏まえ、市街地開発事業（土地区画整理事業等）における無電柱化を

推進していく必要がある。 

平成28年度に「無電柱化の推進に関する法律（以下、「無電柱化法」と

いう」が施行され、土地区画整理事業を含む市街地開発事業その他これら

に類する事業（以下、「市街地開発事業等」という）が実施される場合に

は、事業の状況を踏まえつつ、電柱又は電線（以下、「電線等」という）

を道路上において新たに設置しないようにするとともに、現に設置・管理

されている電線等の撤去を事業の実施と併せて行うことができるときは、

当該電線等を撤去するものとされているところ。 

 

その後、 

○「道路法施行規則の一部が改正する省令」の施行（平成31年４月１

日）にて、電線等の占用の場所に関する技術的細目が示され、 

○「道路法施行規則改正に伴う電線の占用の場所に関する技術的細目の

取扱い」（道路局事務連絡）（平成31年４月１日）にて、 

   道路上への新たな電線等の設置を抑制すべき事業の解釈、地下埋設が

技術的困難であると認められる場所の解釈等が明示され、 

○「道路事業に併せた無電柱化を推進するための手引き」（道路局事務

連絡）（令和元年９月30日）にて、 

   具体的な運用について、費用負担の考え方も含め示されているところ

だが、 

 

令和２年３月には、土地区画整理事業等における無電柱化の運用につい

て整理した、 

「無電柱化の推進に関する法律を踏まえた土地区画整理事業、市街地再開

発事業、防災街区整備事業及び住宅市街地総合整備事業等の運用について

（技術的助言）」を発出したところ。（関係事業者（道路上の電柱又は電

線の設置及び管理を行う事業者）と調整済み） 

 費用負担については、道路事業と同様に関係事業者が負担することを基

本として調整することとされている。なお、無電柱化の実施にあたっては、

道路を掘削する工事着手２年前までに、関係事業者にその旨を通知するこ

とが必要であるので、留意されたい。 
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２）無電柱化への支援 

  無電柱化の実施にあたり、関係事業者との調整により、施行者が費用負担

することになった費用については、 

・生活道路等において要請者負担方式・自治体管路方式により無電柱化を実

施する場合、社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業、市街地再

開発事業等、都市再生整備計画事業）や都市構造再編集中支援事業に加え、

令和４年度創設の無電柱化まちづくり促進事業（詳細は３．(２)⑤を参

照） 

・幹線道路等において電線共同溝方式により無電柱化を実際する場合、社会

資本整備総合交付金（道路事業）や令和２年度創設の「無電柱化推進計画

事業補助制度※」 

による支援が可能である。 

よって、これらの交付金や補助金の積極的な活用を図られたい。 

 

 ※ 無電柱法に基づき国により策定された無電柱化推進計画に定めた目標の確

実な達成を図るため、地方公共団体において定める推進計画に基づく事業

を計画的かつ集中的に支援する補助金。令和３年度の制度拡充により、組

合等施行の土地区画整理事業・市街地再開発事業等も支援が可能となった。 

 

３）今後の無電柱化の推進について 

  令和３年５月に新たに無電柱化推進計画が策定され、「新設電柱を増やさ

ない」という取組姿勢とともに、道路事業や市街地開発事業等の実施に際し、

関係者が連携して無電柱化を進めるべきことが明記された。 

  そのための方策の一つとして、「市街地開発事業等について、円滑な合意

形成プロセスやコスト縮減方策を検討し、地方公共団体への普及を図る」こ

と等が示されているが、令和３年度にガイドラインを作成しているので参考

とされたい。 

  また、工事着手２年前までの関係事業者への通知に関する運用状況を毎年

度調査する予定のため、引き続き適切な運用をお願いする。 
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４）その他 

 ○民地への電柱の設置 

  沿道の民地への電柱設置についても、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確

保、良好な景観の形成等の観点から、可能な限り無電柱化を実施することが望

ましいことに留意されたい。 

 

○新たな技術開発について 

  無電柱化推進のための新たな取り組みとして、浅層埋設や小型ＢＯＸ活用方

式など事業費の圧縮や狭隘道路での導入を可能とする等の技術開発が進められ

ている。 

 （参照：http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_17.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○一般送配電事業者の託送供給等約款の変更について 

  従来、電線共同溝方式によらずに実施される無電柱化事業は基本的に要請者

が全額負担することとされてきたが、令和３年12月に各一般送配電事業者の託

送供給等約款が変更され、市街地開発事業等において電線共同溝方式によらず

に行われる無電柱化に係る地上機器や電線等の費用は、電線共同溝方式と同様

に一般送配電事業者が負担することとなった。（令和４年１月より新たに供給

申込みの申請手続を行う案件が対象） 

（参照：https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/oth

er/pole/） 
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Ⅵ－３．令和４年度市街地整備事業関係予算について

（１）市街地整備事業関係予算（基本方針）

＜個別補助金、貸付金等＞

 　（単位：百万円）

事業費 国  費 事業費 国  費 事業費 国  費

（一般会計）
        

169,563 83,000 170,289 82,820 1.00 1.00

141,373 70,000 141,557 70,000 1.00 1.00

28,190 13,000 28,732 12,820 0.98 1.01

29,246 2,000 28,571 2,000 1.02 1.00

29,246 2,000 28,571 2,000 1.02 1.00

1,044 1,044 448 448 2.33 2.33

2,549 2,006 1,496 1,461 1.70 1.37

1,463 1,463 1,426 1,426 1.03 1.03

70 35 70 35 1.00 1.00

1,016 508 0 0 皆増 皆増

（行政経費）

265 265 0 0 皆増 皆増

15 15 0 0 皆増 皆増

0 0 280 280 皆減 皆減

                  

(注)１．土地区画整理事業資金融資及び市街地再開発事業等資金融資の事業費は、地方公共団体から組合等へ

　　　　の貸付額（この２分の１を国から地方公共団体に貸付け）である。

　　２．本表のほか、令和４年度国費として、

　　　①社会資本整備総合交付金 581,731百万円がある。

　　　②防災・安全交付金 815,570百万円がある。

　　　③コンパクトシティ形成支援事業 545百万円がある。（まちづくり推進課、都市計画課、街路交通施設課

　　　　及び公園緑地・景観課所管分を含む。）

　　　④密集市街地総合防災事業 674百万円がある。（都市安全課所管分を含む。）

都 市 開 発 資 金 貸 付 金

用 地 先 行 取 得 資 金 融 資

土 地 区 画 整 理 事 業 資 金 融 資

市 街 地 再 開 発 事 業 等 資 金 融 資

ス マ ー ト シ テ ィ 実 証 調 査

ス マ ー ト シ テ ィ 実 装 化 支 援 調 査

ス マ ー ト シ テ ィ 実 装 化 支 援 事 業

都 市 再 生 推 進 事 業

市 街 地 再 開 発 事 業 等

都 市 開 発 事 業 調 査 等

都 市 構 造 再 編 集 中 支 援 事 業

国 際 競 争 拠 点 都 市 整 備 事 業

防災・省エネまちづくり緊急促進事業

令和４年度市街地整備課関係予算総括表

区 分
 倍率（A/B）令和４年度（A） 前  年  度（B）
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＜社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金について＞

当課所管の社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金関係事業について

は、以下の重点配分方針に従い、事業を推進していくこととする。

【社会資本整備総合交付金】

（都市再生整備計画事業）

① 都市再生緊急整備地域の地域整備方針に適合する事業等国として特に推進

すべき施策に関連する事業

② 一定のサービス水準を有する公共交通がカバーするエリアにおいて実施さ

れる交通結節点の改善促進などに資する事業

（都市再生区画整理事業・市街地再開発事業等・都市再生総合整備事業）

① 立地適正化計画を作成、又は確実に作成が見込まれる地域において実施さ

れ、かつ立地適正化計画に適合する事業

（都市再生区画整理事業・都市再生総合整備事業）

② 一定のサービス水準を有する公共交通がカバーするエリアにおいて実施さ

れる交通結節点の改善促進などに資する事業、及び大街区化などにより民

間投資の誘導に資する事業、並びに地域公共交通網形成計画に資する公共

交通の利便性強化に関する事業

（市街地再開発事業等）

③ 一定のサービス水準を有する公共交通がカバーするエリアにおいて実施さ

れ、かつ建築工事に着手している等、事業効果の発現が早期に期待できる

事業

【防災・安全交付金】

（都市再生区画整理事業・市街地再開発事業等）

① 国土強靱化地域計画に明記された事業又は、防災指針が定められた（確実

に定められることが見込まれる場合を含む）立地適正化計画に基づき実施

される事業

② 都市計画税を活用する都市計画施設の改修事業が位置付けられた立地適正化

計画の区域で実施される事業

（都市再生区画整理事業）

③ 地震時等に著しく危険な密集市街地等において実施され、かつ老朽化建築

物の多い地域等の改善促進に資する事業
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（市街地再開発事業等）

④ 地震時等に著しく危険な密集市街地等において実施され、かつ建築工事に

着工している等、事業効果の発現が早期に期待される事業

（参考１：社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金制度の内容）

＜制度の変遷について＞

・平成２２年度に、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの

交付金に一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせ

る総合的な交付金として、「社会資本整備総合交付金」を創設。

・平成２３年度に、基本的に地方が自由に使える一括交付金にするとの方針

の下、投資補助金を一括交付金化した「地域自主戦略交付金」を創設。社

会整備総合交付金の都道府県分のうち、年度間、地域間の変動、偏在が小

さい事業等について一括交付金へ移行。

・平成２４年度に、地域自主戦略交付金について、都道府県分の対象事業を

拡大・増額するとともに、政令指定都市に一括交付金を導入。また、沖縄

分については、県及び市町村を対象とした自由度の高い新たな一括交付金

である「沖縄振興公共投資交付金」を創設。

・平成２５年度において、「防災・安全交付金」により、インフラ再構築及

び生活空間の安全確保の取組を集中的に支援(地域自主戦略交付金は廃止)。

・令和４年度当初においても、引き続き集中的に支援。

＜社会資本整備総合交付金＞

① 基本的な仕組み

・地方公共団体等は、地域が抱える政策課題を自ら抽出し、目標や目標実現の

ための事業等を記載した社会資本総合整備計画を作成、国に提出。

・国は、毎年度、当該計画に基づき交付額を算定して計画単位で交付金を交付。

個々の箇所付けは計画に位置付けられた事業等の範囲内で地方公共団体等

が自由に充当。

・基幹となる社会資本整備事業の効果を一層高めるソフト事業についても、創

意工夫を生かして実施可能。

・計画内の事業相互間であれば流用手続きは不要。事業の進捗に応じて、交

付済みの交付金の返還や繰越の手続きをすることなく、地方公共団体等が

各年度の国費率を調整することが可能。（国の負担等割合が個別の法令等

に規定されている場合を除く。）

・地方公共団体等が自ら設定した目標について、計画期間終了後に事後評価・

公表を行う。
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② 交付対象事業

イ 基幹事業

社会資本総合整備計画の目標を実現するための基幹的な事業。

ロ 関連社会資本整備事業

社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体的に実施す

ることが必要な各種の社会資本整備事業（基幹事業としての交付対象要件を

満たさないものを除く。）。

ハ 効果促進事業

社会資本総合整備計画の目標を実現するため、基幹事業と一体となってそ

の効果を一層高めるために必要な事業等。ただし、交付金事業者の運営に必

要な人件費、賃借料その他の経常的な経費への充当を目的とする事業等を除

く（全体事業費の２０／１００を目途）。

③ 単年度交付限度額
単年度交付限度額
＝ 基幹事業分 ＋ 関連社会資本整備事業分 ＋ 効果促進事業分

(事業費×国費率) （事業費×国費率 ) (事業費×国費率 )※ ※

※基幹事業の要件を満たす事業は基幹事業と同じ。基幹事業の要件を満たさない事業は

国の負担等割合が個別の法令等に規定ある場合は当該割合、規定ない場合は１／２。

（道路事業と一体となって実施される効果促進事業は交付要綱附属第Ⅲ編第２章第２

参照）

④ 予算額

平成２５年度：９，０３１億円

平成２６年度：９，１２４億円

平成２７年度：９，０１８億円

平成２８年度：８，９８３億円

平成２９年度：８，９４０億円

平成３０年度：８，８８６億円

平成３１年度：８，７１３億円

令和２年度 ：７，６２７億円

（うち、臨時・特別の措置３４９億円）

令和３年度 ：６，３１１億円

令和４年度 ：５，８１７億円
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＜防災・安全交付金＞

① 防災・安全交付金の概要

・地域におけるインフラ再構築（老朽化対策、事前防災・減災対策）及び生

活空間の安全確保の取組を集中的に支援するため、平成２４年度補正予算

において、「防災・安全交付金」を創設。

・地域の防災・減災、安全を実現する「整備計画」に基づく地方公共団体等

の次の取組について、基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資

本整備や効果促進事業を総合的・一体的に支援。

✓地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策及び事前防災・減災対

策の取組み

※老朽化したインフラの長寿命化など計画的・戦略的な維持管理の取組み、地震・津波

や頻発する風水害・土砂災害に対する事前防災・減災対策、公共施設の耐震化等による

安全性向上、密集市街地等の防災性の向上、防災公園の整備等

✓地域における総合的な生活空間の安全確保の取組み

※通学路の交通安全対策、道路の無電柱化、歩道・公園施設等の公共空間のバリアフリ

ー化等

✓効果促進事業の活用による効果的な取組み

※ハザードマップ作成、避難計画策定、避難訓練等

※効果促進事業は全体事業費の20％目途（社会資本整備総合交付金と同様）

② 防災・安全交付金の特徴

・防災・減災、安全を実現するメニューに特化

※整備計画に位置付けることができる事業は、地域におけるインフラ再構築（老朽化対策、

事前防災・減災対策）及び生活空間の安全確保に資する事業に特化

・防災・安全対策の一層の充実のため、交付金の支援対象メニューを拡大

※天井などの非構造部材まで含めた住宅・建築物の耐震化、既設エレベーターの安全確保、

宅地の液状化対策 等

・個別事業分野にとらわれない事業計画の横串化・大括り化、事業ニーズに

対応した重点的配分、効果促進事業の先進事例のリスト化等を通じ、地方

自治体の使い勝手をさらに向上。
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③ 予算額

平成２５年度：１兆４６０億円

平成２６年度：１兆８４１億円

平成２７年度：１兆９４７億円

平成２８年度：１兆１，００２億円

平成２９年度：１兆１，０５７億円

平成３０年度：１兆１，１１７億円

平成３１年度：１兆３，１７３億円

令和２年度 ：１兆３８８億円(うち、臨時・特別の措置２，５４１億円)

令和３年度 ：８，５４０億円

令和４年度 ：８，１５６億円

（参考２：交付金交付要綱の主な改正内容（市街地整備課関係事業部分））

【平成２６年４月１日一部改正】

・都市再生整備計画事業の拡充（国策まち交制度の期間延伸）

・都市再生区画整理事業の拡充（密集市街地関係）

【平成２６年８月１日一部改正】

・都市再生整備計画事業の拡充（都市再構築戦略事業の創設等）

・都市再生区画整理事業の拡充（交付対象地域の追加等）

・市街地再開発事業等の拡充（交付対象地域の追加等）

【平成２７年２月３日一部改正】

・市街地再開発事業等の拡充（都市・地域再生緊急促進事業）

【平成２７年４月９日一部改正】

・都市再生整備計画事業の拡充等

・市街地再開発事業等の拡充

・津波防災拠点都市整備事業の創設

【平成２８年４月１日一部改正】

・市街地再開発事業等の拡充（施行区域面積要件の緩和等）

・都市再生区画整理事業の拡充（大街区化関係等）

【平成２９年４月１日一部改正】

・都市再生整備計画事業の拡充（交付対象の追加等）

・都市再生区画整理事業の拡充（立体換地制度関係等）

・市街地再開発事業等の拡充（交付要件の緩和等）

【平成３０年４月１日一部改正】

・都市再生整備計画事業の見直し等

（都市再構築戦略事業の交付率・区域要件の見直し等）
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【平成３０年７月１３日一部改正】

・都市再生区画整理事業の拡充（空間再編賑わい創出事業）

【平成３１年４月１日一部改正】

・都市再生整備計画事業の拡充等

（体育施設周辺整備の支援対象化（都市再構築戦略事業）、国策まち交

制度の期間延伸、スマートシティ関連、国費率の変動）

・都市再開発支援事業の拡充（保留床面積要件の緩和）

【令和２年４月１日一部改正】

・都市再生整備計画事業の見直し等

（都市構造再編集中支援事業の創設等に伴う見直し（都市再構築戦略事業

を廃止等））

・都市再生区画整理事業の拡充

（防災上必要な土地の嵩上げ費用を限度額算定に追加）

・都市再開発支援事業の拡充

（リノベーション及び空地等の暫定利用を交付対象事業に追加等）

【令和３年１月２８日一部改正】

・都市再生整備計画事業の拡充（ワーケーション拠点施設の追加）

【令和３年４月１日一部改正】

・都市再生整備計画事業の拡充（国費率の嵩上げ措置の延長等）

・都市再生区画整理事業の拡充

（防災指針に基づき浸水対策として実施される事業および高規格堤防の整

備と一体的に実施される事業の拡充）

・市街地再開発事業等の拡充

（広場型再開発の推進（補助対象の追加）、一定規模以下の再開発等の推

進における補助率の嵩上げ等）

【令和３年７月１５日一部改正】

・市街地再開発事業等の拡充（地区施設の整備に要する用地費及補償費を

補助対象に追加）

・都市再生区画整理事業の拡充（地区施設の整備費の全額を補助限度額に

追加等）

・都市安全確保拠点整備事業の創設

【令和４年４月１日一部改正】

・都市再生整備計画事業の拡充（国費率の嵩上げ措置の追加等）

・都市再生区画整理事業の拡充（補助対象の追加等）

・市街地再開発事業等の拡充（基礎額の限度を明確化等）
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＜公共事業予算の早期執行について＞

令和４年３月２９日の閣僚懇において、内閣総理大臣から、「公共事業の

前倒し執行を進めるなど、これまでに成立した予算の迅速かつ着実に執行し

てまいります。」とご発言があったところであり、令和３年度補正予算や令

和４年度当初予算の執行に当たっては、地域における公共工事の品質確保や

その担い手の中長期的な確保・育成に配慮しつつ、迅速かつ適切な執行を図

ること。

＜不用見込額の圧縮について＞

令和２年度国土交通省所管歳出決算報告書によると、国土交通省所管の令

和２年度不用額は約１，５９０億円となっている状況であり、不用額の圧縮

については喫緊の課題であるところ。

不用額が発生する見込みとなった場合は、本省担当者に前広に情報提供を

行うとともに、柔軟な執行手続きを行うことにより、不用額の圧縮に努める

こと。
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（２）市街地整備事業関係予算（拡充事項）  

①都市構造再編集中支援事業等の拡充 

 

〇コンパクト・プラス・ネットワークの更なる推進（都市構造再編集中支援事業） 

地域公共交通と連携し、まちなかへの住まいや都市機能の誘導により、コンパクトで活力

あるまちづくりを推進する。そのため、広域連携による誘導効果の高い都市機能のまちなか

への立地を促進し、コンパクト・プラス・ネットワークの取組を更に推進。 
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〇官民連携によるエリア価値の向上（都市構造再編集中支援事業・都市再生整備計画事業） 

ポストコロナ、デジタル社会の進展等に対応し、人々のライフスタイルに応じた多様な働

き方・暮らし方を実現するため、身近なエリア（＝ネイバーフッド）において、官民の関係

者の役割分担の下、地域の資源として存在する官民の既存ストックを最大限に利活用し、エ

リアの価値の向上を進める取組を新たに支援。 
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〇エリア一体となったまちづくりのグリーン化 

（都市構造再編集中支援事業・都市再生整備計画事業） 

都市のコンパクト・プラス・ネットワークの推進や、ゆとりとにぎわいのあるウォーカブ

ルな空間の形成等とあわせて、エネルギーの面的利用による効率化等、まちづくりのグリー

ン化に資する取組を推進する。また、脱炭素先行地域で実施されるまちづくりを重点的に支

援。 

 

 

〇その他の改正事項 

・省エネ水準の建築物整備の要件化（都市構造再編集中支援事業・都市再生整備計画事業） 

  脱炭素に資する取組を支援するために、高次都市施設・誘導施設の新築にあたって、市町

村が実施する事業については、ZEBレベル（ZEB Oriented相当）の省エネ水準適合を原則要

件化。 

 

・誘導施設の統廃合の促進（都市構造再編集中支援事業） 

  他省庁補助の活用が想定される誘導施設に対する支援要件として、以下を追加する。 

「義務教育に供する公立施設、病院については、災害時の避難所等、周辺の居住者の用に

も供されるものであること。」 

 

・PPP／PFIの導入検討の要件化（都市構造再編集中支援事業・都市再生整備計画事業） 

  人口20万人以上の地方公共団体が、概算事業費10億円以上と見込まれる駐車場・自転車

駐車場を整備する場合、PPP/PFI手法の導入検討を行うことを要件に追加。 

 

・復興促進事業の創設（都市構造再編集中支援事業） 

  原形復旧を前提としない復興を行う地区から誘導施設を移転する場合、交付対象施設に金

融施設、商業施設、医療施設（調剤薬局）、社会福祉施設（通所を目的としないもの）を追

加。 
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③市街地再開発事業等の拡充事項等 

 

③－１ カーボンニュートラルへの対応 
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１）防災・省エネまちづくり緊急促進事業の拡充 

市街地再開発事業等におけるカーボンニュートラルを推進するため、市街地

再開発事業等における事業要件（選択要件）に省エネルギー対策（ZEH・ZEB 水

準※の省エネ基準適合）を追加する。 

 

※ZEH・ZEB 水準の定義 

住宅部分： ZEH 水準（ZEH Oriented,ZEH-M Oriented 相当） 

→ 強化外皮基準を満たし、かつ再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー

消費量が省エネ基準の基準値から 20％削減となる省エネ性能の水準。 

非住宅部分： ZEB 水準（ZEB Oriented 相当） 

→ 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値

から下表の通り用途に応じて 30％削減又は 40％削減（小規模（300 ㎡未満）

は 20％削減）となる省エネ性能の水準。 

用途 削減量 

ホテル、病院、百貨店、飲食店、集会所等 30％削減（BEI=0.7） 

事務所、学校、工場等 40％削減（BEI=0.6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）市街地再開発事業等における省エネ基準適合等の要件化 

２－１）新築の住宅及び建築物は、原則として省エネ基準に適合すること。 

令和３年度までに事業着手しているものについては、適用しない。 

   ・ 地方公共団体又は都市再生機構が新築する住宅及び建築物は、ZEH・ZEB

水準(「防災・省エネまちづくり緊急促進事業の拡充」の「ZEH・ZEB 水準」

と同様)の省エネ基準適合を要件化する。 
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・但し、以下に該当する場合は要件を緩和・適用除外とする。 

- 小規模（300 ㎡未満）で使用頻度が低いなど、ZEH・ZEB 水準の省エネ基準適合を補

助要件とすることが合理的でない場合は、省エネ基準適合を補助要件とする。 

- 居室を有しないもの、開放性が髙いもの、伝統的構法のもの、気候風土適応型のも

の及び、改修を支援する補助については、要件化の適用除外とする。 

- 公民複合建築物の場合は、公的主体が所有する部分を対象とする。ただし、建築物

の一部分のみを所有する場合で、当該部分のみで省エネ対策（独立したエネルギー

系統に分ける等）が合理的でない場合は、省エネ基準適合を補助要件とする。 

 

２－２）地方公共団体又は都市再生機構が新築する公的賃貸住宅については、

原則として太陽光発電設備の設置を要件化する。 

令和３年度までに事業着手しているものについては、適用しない。 

 

 

③―２ その他の政策課題への対応等 

 

３）災害リスクの高い区域における立地抑制 

 市街地再開発事業及び防災街区整備事業において、土砂災害特別警戒区域に

おける住宅の新築は、原則対象外となるよう要件化する。 

令和３年度までに事業着手しているものについては、適用しない。 

 

４）ＰＰＰ/ＰＦＩ手法の導入推進 

地方公共団体が次の事業を施行する場合、PPP／PFI 手法の導入検討を行うこ

とを要件化する。 

①市街地再開発事業等であって、人口 20 万人以上の地方公共団体が、概算事

業費 10 億円以上と見込まれる公園施設の整備を新たに実施する場合 

②暮らし・にぎわい再生事業 

令和３年度までに事業着手しているものについては、適用しない。 

 

５）基礎額の限度の明確化 

市街地再開発事業の清算の段階で残余財産が発生する場合には国庫に納付さ

せるよう、市街地再開発事業の基礎額の限度を明確化する。 

令和４年度以降に交付決定をするものを対象とする。 
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○社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅲ編（抄） 

イ－１３－（２）市街地再開発事業等に係る基礎額 

１．基礎額 

Ⅰ 市街地再開発事業 

７ 第１項から前項までの規定にかかわらず、本事業の基礎額は、市街地再開発事業に

要する費用から公共施設管理者負担金及び保留床処分金等を合計した額を控除した額

を限度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な運用については、「社会資本整備総合交付金の市街地再開発事業に係

る基礎額の取扱いについて」（令和４年３月 31 日国都市第 150 号、国住街第 271

号都市局市街地整備課長・住宅局市街地建築課長通知）にて、以下のとおり通知

している。 

 

【留意事項】 

○基礎額の限度の考え方 

「保留床処分金等」には、保留床処分金、参加組合員負担金、特定事業参加

者負担金のほか、他の国庫補助金及び交付対象事業に要する費用に対する補助

のうち地方公共団体が負担する費用が含まれるものであること。 
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○補助金の額の確定後交付金の総額が基礎額の限度を超えることが明らかになっ

たときの手続き 

・今般の改正以降、交付金を充てた市街地再開発事業が完了した場合におい

て、交付金の額の確定後に、当該事業に充てた交付金の総額が当該事業に係

る基礎額の限度を超えることが明らかとなったときは、その差額に相当する

金額を国庫に納付することを、交付金の交付の条件として交付決定通知書に

記載することとしている。 

 

（参考）社会資本整備総合交付金交付決定通知書（抜粋） 

４ 交付金の交付の条件は、次のとおりとします。 

（６）この交付金を充てた市街地再開発事業が完了した場合において、交付金の額の

確定後に、当該事業に充てた交付金の総額が、当該事業に係る基礎額の限度を超え

ることが明らかとなったときは、その差額に相当する金額を国庫に納付して下さ

い。 

 

この場合における「差額に相当する金額」は、地方公共団体施行の市街地

再開発事業においては、当該事業に充てた交付金の総額から基礎額の限度に

相当する額を除した額とし、その他の市街地再開発事業においては、当該事

業に充てた交付金の総額と基礎額の限度に相当する額の差額に係る国費相当

額とする。 

 

・実績報告の段階で当該事業に充てた交付金の総額が当該事業に係る基礎額の

限度を超えることが明らかになる場合、実績報告及び交付金の額の確定は、

当該事業に充てた交付金の総額と当該事業に係る基礎額の限度との差額に相

当する金額を除いた額について行うものとすること。 

 

・国庫返納の発生が見込まれる場合は可能な限り早期に地方整備局等に相談を

すること。 

 

６）事業計画の公表 

 市街地再開発事業について、認可後の事業計画をインターネットの利用により

公表することを要件化する。 

令和４年度以降に事業計画の認可（変更の認可を含む）を受けたものから適用

する。 
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○社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅱ編（抄） 

イ－１３－（２）市街地再開発事業等  

６．交付対象要件 

Ⅰ 市街地再開発事業 

７ 認可を受けた事業計画（変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。）がイン

ターネットの利用により公表されるものであること。 

 

【留意事項】 

・「認可を受けた事業計画」のうち資金計画については、収入金及び支出金の内

訳を公表することとし、支出金明細や資金調達計画のような詳細については公

表の対象外として差し支えない。 

・施行地区位置図、施行地区区域図、設計の概要のうち設計図の縮尺について

は、ブラウザによる閲覧に支障がない程度の縮尺に変更して差し支えない。 

 

７）容積率１０００％超の部分の宿泊施設に関する特例の廃止 

一定の地域で行われる宿泊施設の整備を伴う市街地再開発事業における共同

施設整備費について、宿泊施設部分の容積率を上限として、容積率 1,000％超の

部分を支援対象とする特例を廃止する。 

※令和３年度までに都市計画の決定がなされた地区まで対象とする時限措置に

ついて、延長を行わないもの。 
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■社会資本整備総合交付金の市街地再開発事業に係る基礎額の取扱いについて

（令和４年３月 31 日国都市第 150 号、国住街第 271 号都市局市街地整備課

長・住宅局市街地建築課長通知） 
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■市街地再開発事業等関連要綱等の一部改正について（事務連絡） 
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④スマートシティ関係予算 

 

スマートシティに係る実証事業に対する支援については、令和元年から本格的に開始し、令

和３年度当初予算までに２７地区に対して国の直轄調査（スマートシティ実証調査）として実

施してきた。しかし、内閣府・総務省・経済産業省と連携し「スマートシティガイドブック」

の策定等、各地区での取組を支援する体制が整ってきたことなどから R3 年度補正予算より補

助事業（スマートシティ実装化支援事業）を創設した。 
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⑤無電柱化まちづくり促進事業の創設 

 

市街地開発事業等における新設電柱の抑制を図るため、電線共同溝方式によらずに行われる無電柱

化について、地方公共団体が実施又は助成するものを対象に支援する無電柱化まちづくり促進事業を

社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金に創設する。 
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